
第８編厚生（山川町同和問題の早期解決に関する条例）

第５節同和対策

○山川町同和問題の早期解決に関する条

例

(柔ijiilll露２１TIiJ'9塁）

（目的）

第１条この条例は、深刻にして重大な社会問題である同和問題の早期解決のため

の基本となる事項を定め、もって差別のない明るい町の実現に寄与することを目

的とする。

（町の責務）

第２条町は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政の

すべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

（町民の課題）

第３条町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための

施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないように

努めるものとする。ｌ
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(町の施策の推進）

第４条町は、基本的人権を擁護し、部落差別をなくすために国及び県と協力し

て、必要な施策の推進に努めるものとする。

(啓発の充実）

第５条町はい町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に

努めるものとする。

(委任）

この条例に定めるも ののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとす第Ｓ条

る。

附 貝Ｉ

この条例は、公布の日から施行する。

'０３０ノ(一l0400）

晒印■酉■､■■旧■、酌■■、 ジヶ６０


